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ふくしまＨＡＣＣＰ　一般衛生管理計画書
工　程 い　つ どのように確認する 問題があったとき

□受入時
□(　　　)

□返品・交換
□廃棄
□(　　　　　　　   )

□返品・交換
□廃棄
□(　　　　　　　   )

□受入時
□(　　　)

□返品・交換
□廃棄
□(　　　　　　　   )

品温・搬入方法に逸脱が
ないこと

①

②

□

□汚染時は加熱して使用
□汚染時は廃棄
□(　　　　　　　   )

□汚染時は加熱して使用
□汚染時は廃棄
□(　　　　　　　   )

□ 汚染作業・非汚染作業が
明確に区分されているこ
と

□汚染時は加熱して使用
□汚染時は廃棄
□(　　　　　　　   )

③

□

□修理・更新
□食材の状態確認・廃棄
□(　　　　　　　   )

温度確認
冷蔵庫
冷凍庫

□

室温が25℃以下、湿度が
80％以下であること

□空調の修理・更新
□(　　　　　　　   )

□ 冷蔵庫内の温度が10℃以
下であること

□修理・更新
□食材の状態確認・廃棄
□(　　　　　　　   )

□汚染時は加熱して使用
□汚染時は廃棄
□(　　　　　　　   )

□ 食材等の保管・運搬に専
用の容器を用いること

□ 冷却・放冷を清潔な場所
で行っていること

□汚染時は加熱して使用
□汚染時は廃棄
□(　　　　　　　   )

□汚染時は加熱して使用
□汚染時は廃棄
□(　　　　　　　   )

□受入時
□(　　　)

□返品・交換
□廃棄
□(　　　　　　　   )

□

原材料の
受入確認

□ 外観（包装）に異常がな
いこと

鮮度・においに異常がな
いこと

□

消費期限・賞味期限に超
過がないこと

□□受入時
□(　　　)

□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後

□ 調理器具の使い分けをす
ること（肉・魚・生食用
等）

冷凍庫内の温度が-15℃以
下であること

生肉・生魚は専用の場所
に保管し、他の食材を汚
染しないこと

□ 盛付け・包装場が清潔で
あること

□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後

交差汚染
二次汚染

防止
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ふくしまＨＡＣＣＰ　一般衛生管理計画書
工　程 い　つ どのように確認する 問題があったとき

□再洗浄
□(　　　　　　　   )

流水洗浄が困難な器具
は、アルコール等により
拭き取り洗浄すること

□再洗浄
□(　　　　　　　   )

④

□再清掃・消毒
□(　　　　　　　   )□ 床を清掃・消毒すること

□ 排水溝・集水マスを清
掃・消毒すること

□再清掃・消毒
□(　　　　　　　   )

□ 高所（換気扇・天井・照
明器具等）を清掃・消毒
すること

□再清掃・消毒
□(　　　　　　　   )

□

□再清掃・消毒
□(　　　　　　　   )

□ 手洗設備を清掃・消毒す
ること

□再清掃・消毒
□(　　　　　　　   )

□再清掃・消毒
□(　　　　　　　   )

□UVランプの交換
□(　　　　　　　   )

□ 洗浄し難い器具は、分解
して洗浄すること

□再洗浄
□(　　　　　　　   )

□

□始業時
□就業中
□終業後

□再殺菌
□(　　　　　　　   )

□ 100ppmの次亜塩素酸ナト
リウム溶液で10分以上の
殺菌をすること

□再殺菌
□(　　　　　　　   )

□

トイレ（便座・レバー・
手すり・ドアノブ等）を
清掃・消毒すること

□ 80℃で5分以上の加熱によ
り殺菌すること

□ グリストラップを清掃・
消毒すること

□□始業時
□就業中
□終業後

紫外線殺菌保管庫のUVラ
ンプは耐用時間内であ
り、切れていないこと

□ 調理器具は、洗剤を使用
して十分に洗浄すること

⑤

□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後

□週　　回
□月　　回
□年　　回

□週　　回
□月　　回
□年　　回

衛生管理
施設

手洗設備
トイレ

□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後
□始業時
□就業中
□終業後

□週　　回
□月　　回
□年　　回

□始業時
□就業中
□終業後

器具等の
洗浄
消毒
殺菌

□ 廃棄物を処理すること
（調理場・製造所内に放
置されていないこと）

□再清掃・消毒
□(　　　　　　　   )

冷蔵設備内を清掃・消毒
すること

□再清掃・消毒
□(　　　　　　　   )
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ふくしまＨＡＣＣＰ　一般衛生管理計画書
工　程 い　つ どのように確認する 問題があったとき

⑥ 従業員の
健康管理

⑦ 手洗いの
実施

□従業員への手洗い指導
□(　　　　　　　   )

□始業時
□作業切替
□便所後

□ 手洗いマニュアルに従っ
た衛生的な手洗いを行う
こと

□始業時
□就業中
□終業後

□症状を記録
□調理に従事しない
□(　　　　　　　   )

□始業時
□就業中
□終業後

□ 下痢・腹痛・発熱・嘔吐
等の症状がないこと

□始業時
□就業中
□終業後

□ 着衣の乱れがないこと・
装飾品をつけていないこ
と

□外す
□(　　　　　　　   )

□始業時
□就業中
□終業後

□ 手指に傷がないこと
□症状を記録
□使い捨て手袋を使用
□(　　　　　　　   )

□週　　回
□月　　回
□年　　回

□ 検便検査を行うこと（赤
痢、ﾁﾌｽ、ﾊﾟﾗﾁﾌｽ、ｻﾙﾓﾈﾗ
属菌、EHEC）

□症状を記録
□調理に従事しない
□使い捨て手袋を使用

□始業時
□就業中
□終業後

□ 同居者に下痢・腹痛・発
熱・嘔吐等の症状がない
こと

□症状を記録
□調理に従事しない
□(　　　　　　　   )

□週　　回
□月　　回
□年　　回

□ 【井戸等・受水槽有】
水質検査を行い、基準に
適合すること

□使用中止し原因究明
□(　　　　　　　   )

⑧ 使用水の
状態

□週　　回
□月　　回
□年　　回

□ 【井戸等・受水槽有】
滅菌器・浄水設備が正常
に動作していること

□使用中止し原因究明
□(　　　　　　　   )

□週　　回
□月　　回
□年　　回

□ 【井戸等・受水槽有】
貯水槽の内部清掃し、漏
れ等の異常がないこと

□内部清掃・確認実施
□修繕実施
□(　　　　　　　   )

□使用中止し原因究明
□(　　　　　　　   )

□ 色・濁り・においに異常
がないこと

□始業時
□就業中
□終業後

□ 【井戸等・受水槽有】
遊離残留塩素濃度が
0.1ppm以上であること

□使用中止し原因究明
□(　　　　　　　   )

□週　　回
□月　　回
□年　　回

□ 粘着トラップを設置し、
生息していないことを確
認する

□駆除の実施
□施設修繕・整理整頓
□(　　　　　　　   )

□週　　回
□月　　回
□年　　回

□ 侵入経路（網戸破損、扉
の隙間）、生息場所がな
いかを確認する

□施設修繕・整理整頓
□(　　　　　　　   )

⑨
ねずみ・
昆虫等の

防除

□駆除の実施
□施設修繕・整理整頓
□(　　　　　　　   )

□始業時
□就業中
□終業後

□ 施設内に侵入・生息して
いないことを目視で確認
すること
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ふくしまＨＡＣＣＰ　一般衛生管理計画書
工　程 い　つ どのように確認する 問題があったとき

作成者 作成日 年　　月　　日

□随時
□(　　　)

□ アレルゲンを含む食品に
使用した調理器具は、
しっかり洗浄すること

□汚染の可能性があれば
　提供しない
□(　　　　　　　   )

⑩ アレルゲン
管理

□始業時
□就業中
□終業後

□ アレルゲンを含む食品は
区分していること

□区分する
□汚染があったら廃棄
□(　　　　　　　   )

□随時
□(　　　)

□ アレルゲンの情報提供、
製品への表示が正しいこ
と

□不明品は提供しない
□製品の自主回収
□(　　　　　　　   )

□随時
□(　　　)

□ アレルゲンを含まない食
品を先に製造する

□汚染の可能性があれば
　提供しない
□(　　　　　　　   )

□随時
□(　　　)

□ アレルゲンを含む食品に
使用する調理器具を専用
とすること

□洗浄して区別する
□(　　　　　　　   )


